
株式会社タムラコーポレーション

対象期間：2025年3月1日～2026年2月28日

労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。

派遣労働者のキャリア形成に関する事項

教育訓練 実施方法 賃金支給 費用負担

新人研修 OFF-JT 有給 負担無し

職能別訓練研修 OJT 有給 負担無し

職種転換訓練 OFF-JT 有給 負担無し

リーダー・役職者研修 OFF-JT 有給 負担無し

派遣労働者の同一労働同一賃金に関する事項

適用する待遇決定方式 派遣先均等均衡方式

マージン率等に係る情報提供について

12,000円

25.0%

許可年月日

派遣労働者数

派遣先事業所数

労働者派遣に関する料金の平均額

派遣労働者の賃金の平均額

マージン率

許可番号 派14ｰ302219

2018年8月1日

0名

0件

16,000円


